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生活保護制度の見直し

及び生活困窮者対策

に総合的に取 り組む

生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策に総合的に取り組むとともに、生活保護基準の見直しを行う。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯
に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。

二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後
に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、
就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯
に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。

二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後
に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、
就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

【社会保障制度改革推進法】（平成24年法律第64号） 抜粋

○生活保護制度の見直し

○生活保護基準の見直し

生活保護

生活保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像
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生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）について

１．自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成
等）を実施する。
※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支給す
る。

２．就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。
・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

３．都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業で
あることを認定する。

４．費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金：国庫負担３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業：国庫補助２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業：国庫補助１／２

法律の概要

施行期日 平成２７年４月１日

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住
居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。
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新たな生活困窮者自立支援制度

◆「中間的就労」の推進
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

◆家計相談支援事業
・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援

・家計再建資金貸付のあっせん

◆「住居確保給付金」の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆学習等支援
・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言
を実施

◆自立相談支援事業

・訪問支援（アウトリーチ）も含め、
生活保護に至る前の段階から早
期に支援

・生活と就労に関する支援員を配
置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点と
して機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に
向けた支援計画を作成

・地域ネットワークの強化など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

◇ハローワークとの一体的支援
・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等
により早期支援を推進

就労に一定
期間を要する者

◆就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

再就職のために
居住の確保が
必要な者

緊急に衣食住の

確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども・若者支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（◆）を中心
に記載しているが、これ以外に様々な支援
（◇）があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

基本は現金給付ではなく自立に向けた

人的支援を、有期により提供
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就労に向けた支援の充実・強化

◎ 就労準備支援事業の創設、就労訓練事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細
かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援

○自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

○自治体自ら実施する
就労支援○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練

・生活習慣確立のための指導や地域活動への参加
等の日常・社会生活自立のための訓練

一般就労

日常生活
自立

○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等
・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、
支援付きの就業の機会の提供などを行う
「就労訓練事業」の場の提供等を支援

社会参加

就労訓練事業

法により、これまで支援が十分されてこなかった層への就労支援が充実する。各種就労支援は、
生活困窮者の多くが自尊感情や自己有用感を喪失し、次のステップに向かうことができなくなって
いる状況にあることを踏まえ、その回復・醸成を図りながら行う。 4



対象者の状態 支援主体・事業 支援内容

１．一般的な職業紹介により
早期に就労が可能な者

ハローワーク 一般的な職業紹介
※公共職業訓練、求職者支援制度も利用。

２．就労に向けた準備が一定
程度整っており、個別の支援
により早期の就労が可能な
者

生活保護受給者等就労自立促進
事業
※自立相談支援事業の就労支援員と
ハローワークの担当者で構成される
就労支援チーム

（ハローワーク）

担当者制による、キャリアコンサルティング、履歴書の作成
指導、ニーズに応じた職業紹介、個別求人開拓、面接対策、
就労後のフォローアップ 等

（自立相談支援事業の就労支援員）
対象者の選定、ハローワークへの支援要請等

３．就労に向けた準備が一定
程度整っており、ある程度時
間をかけて個別の支援を行う
ことで就労が可能な者

自立相談支援事業の就労支援員 担当者制による、キャリアコンサルティング、履歴書の作成
指導、ハローワークへの同行訪問、個別求人開拓、面接対
策、就労後のフォローアップ 等

４．就労への移行のため柔軟
な働き方を認める必要がある
者

就労訓練事業（中間的就労） 支援付きの就労・訓練の場の提供
※自立相談支援事業の就労支援員は、就労訓練事業者の開拓を実
施。

５．生活リズムが崩れている
等の理由により、就労に向け
た準備が整っていない者

就労準備支援事業
※自立相談支援事業の就労支援員が、
ボランティア、就労体験などの場を
提供することもあり得る（就労準備
支援事業に比べ簡素・軽微なものを
想定）

就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、
計画的かつ一貫して実施

※ 自立相談支援事業の就労支援員は、上記のほか、利用者の状態の定期的・継続的な確認を行う。

また、就労意欲が希薄等の理由により就労準備支援事業の利用に至らない者に対する就労意欲の喚起、セミナーの開催等必
要な就労支援を実施。

生活困窮者の状態に応じた就労支援（案）

5



○ 社会福祉法人、ＮＰＯ法人、営利企業等の自主事業として実施。軽易な作業等の機会（清掃、リサイクル、農作

業等）の提供と併せ、個々人の就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施。

○ 対象者としては、就労準備のための支援を受けても一般雇用への移行ができない者等を想定。

○ 事業実施に際し、都道府県等が事業を認定する仕組みとする。

○ 立上げ時の初期経費の助成、税制優遇等を検討。

○ 実際の取組事例を紹介する「事例集」の作成。

新事業の概要

就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の推進について

支援のイメージ

○ 個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労や求職活動を行うための動機付け・準備が可能となる。

期待される効果

相談支援事業所による
課題の評価・分析（アセ
スメント）、支援決定 支援付雇用型

非雇用型

・ 訓練計画に基づく就労訓練
・ 事業主の指揮監督を受けない軽作業
・ 就労支援担当者による就労支援・指
導等

・ 雇用契約に基づく就労
・ 比較的軽易な作業を想定
・ 就労支援担当者による就労
支援・指導等
・ 就労条件における一定の配慮（労
働時間、欠勤について柔軟な対応）

・ 雇用契約に基づく就労
・ 必要に応じ、相談支援事業
等によるフォローアップを実施

（課題の評価・分析（アセスメント）は約6ヶ月ごとに実施）

一般就労就 労 訓 練 事 業
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１ 法人格を有すること

２ 経営を維持・継続できる財務的基礎を有すること

３ 次の措置に係る責任者を配置すること
① 就労支援プログラムの作成
② 対象者の就労状況の把握、相談、指導援助
③ 自立相談支援機関との連絡調整
④ その他、必要な支援措置の実施

４ 対象者（非雇用型）の安全衛生について、労働基準法、労働安全衛生法に準じた取扱いをすること。

５ 対象者（非雇用型）が災害が被った場合の補償について必要な措置を講じること。

６ 事業の実施に関する情報公開について必要な措置を講じること

７ 以上のほか、いわゆる「欠格条項」を規定。
（例）
・ 社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者
・ 就労訓練事業に関する認定の取消を受けた者で、取消の日から起算して５年を経過しない者 等

就労訓練事業の認定基準（案）

○ 現在、都道府県知事等が就労訓練事業を認定する際の基準（省令）について検討しているところ。その
際、一般就労に向けた適正な支援が行われることを確保するため、以下の要件を設けることについて更
に検討することとしている。
○ 今後、自治体等の関係者と協議しつつ、引き続き検討していく。
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○新たな相談支援事業の運営機関にその後の支援を繋ぐことで、連続的支援を検討

生活保護制度における切れ目のない就労・自立支援とインセンティブの強化について

保護開始直後から脱却後まで、稼働可能な者については、切れ目なく、また、どの段階でも、就労等を通じて積極的に社
会に参加し、自立することができるよう支援を実施

○本人の納得を得た集中的支援（25年５月から実施）

働く能力がある等保護受給開始後、一定期間内に就労自立が見込まれる者を対象に、原則６か月以内の一定期間を活動
期間とする、受給者主体の自立に向けた計画的な取組についての確認を行い、本人の納得を得て集中的な就労支援を実施

○就労活動促進費の創設（25年８月から実施）

自ら積極的に就労活動に取り組んでいる者に対して、活動内容や頻度等を踏まえて就労活動促進費の支給

○就労自立給付金の創設（26年７月から実施）
保護脱却後に税、社会保険料等の負担が生じることを踏まえて、生活保護脱却のインセンティブを強化

○職種・就労場所を広げて就職活動（25年５月から実施）

希望を尊重した求職活動の結果、就職の目途が立たない場合等は、「職種・就労場所を広げて就職活動」を基本とする。

○低額であっても一旦就労 （25年５月から実施）

それまでの求職活動を通じて直ちに保護脱却可能な就労が困難と見込まれる者については、生活のリズムの安定や就労

実績を積み重ねることでその後の就労に繋がりやすくする観点から、｢低額であっても一旦就労｣を基本的考え方とする。

○勤労控除制度の見直し （25年８月から実施） 就労の意欲が高まるよう、基礎控除のうち、全額控除額の引き上げ及び控除率の定率化

（最低控除額８千円→１万５千円、一律10％、就労人数が最も多い収入区分 20,000円 控除額15,600円 5,190円増、

総数の平均就労収入額 67,000円 控除額20,400円 2,420円増）

① 保護開始段階での取組

② 保護開始後３～６月段階での取組

③ 就労開始段階の取組

④ 保護脱却段階での取組

⑤ 保護脱却後の取組

・支給金額：月５千円（支給対象期間：原則６か月以内、延長３か月、再延長３か月 最長１年）
・支給要件：被保護者が、福祉事務所と事前確認した活動期間内に保護脱却できるよう、ハロ－ワークにおける求職活動等

を月６回以上行っているなど計画的な就労活動に積極的に取り組んでいること

・支給金額：上限額 単身世帯10万円、多人数世帯15万円
保護脱却前６か月間の各月の就労収入額に対し、算定率を乗じて算定した額と上限額のいずれか低い額を支給。

・支給要件：安定した就労の機会を得たこと等により、保護を必要としなくなった者
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（農業）
○過疎化、高齢化→
担い手育成・確保が重要

○毎年２万人の就農者を確
保する必要（現在１万人）

（介護）
○介護職員は2025年までに、
更に100万人必要
（その他）

○景気回復による就労の場
の拡大

○生活保護受給者が過去最

高となるなど生活困窮リスク
の高まり（高齢者世帯の割合
が高く、その他世帯は急増。）
○社会とのつながりの喪失、
自尊感情の喪失による意
欲低下
○長期間労働市場から離れ
ているため、就業体験、就労
訓練事業など段階的な支援
が必要
○求人・求職のミスマッチ

労働市場（需要）
生活保護受給者・生活困窮者

（供給）

就労 就労訓練事業 就労体験

経済的自立（収入増）、社会的自立（自己有用感）、日常生活自立（健康意識の向上等）

※就労支援員
：負担金の対象（H２７～）

※ 生活保護受給者・生活困窮者に対する就労支援にあたっては、就労により収入を得て経済的な自立をすることだけでなく、社会における居場
所を確保するとともに、自己有用感を持たせ、自尊心を回復することにも資するものであることを認識し、個々の状況に応じて段階的に実施する
ことが必要。

個々の状況に応じた支援

（求人開拓等）

地域の情報（福祉ニーズ、地域課題等）の
集約、新たな就労（中間的就労、就労体験、
居場所）の場の発掘を実施
（連携機関）

福祉事務所・相談支援事業所（就労支援
員）、ハローワーク、社会福祉法人、農業団
体、商工会議所等

地域の連携により

就労（居場所）の場の創出

地域における就労支援体制の構築

就労支援員による支援（生活保護法の被保護者就労支
援事業、生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業）
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